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株 式 会 社 う か い
代表取締役社長 大工原 正 伸

　
第37回定時株主総会招集ご通知

　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第37回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご
通知申しあげます。
　なお、当日ご出席いただけない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、
お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否
をご表示いただき、2019年６月20日（木曜日）午後６時30分までに到着するようご返送くださ
いますようお願い申しあげます。

敬 具
記

１. 日 時 2019年６月21日（金曜日） 午前10時（開場午前９時20分）
２. 場 所 東京都八王子市旭町14番１号

京王プラザホテル八王子 ５階「翔王」
３. 目 的 事 項
報 告 事 項 第37期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業報告及び計算

書類報告の件
決 議 事 項
　第１号議案 剰余金処分の件
　第２号議案 取締役３名選任の件
　第３号議案 監査役３名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申しあげます。
　また、議事資料として、本冊子をご持参くださいますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット
上の当社ウェブサイト（アドレス https://www.ukai.co.jp/）に掲載させていただきます。
　株主総会決議の結果は、当社ウェブサイトに掲載させていただく予定です。
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（提供書面）
事 業 報 告
（2018

2019
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

１．会社の現況
（1）当事業年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果
当事業年度におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善が続くなかで各種政策の効

果等により緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、米中の通商問題の動向
が世界経済に与える影響や、海外経済の動向と政策に関する不確実性、金融資本市場の変
動の影響に留意する必要があり、先行きは不透明な状況となっております。
当社が属する外食産業においては、顧客の嗜好が多様化して業種・業態を超えた企業間

との競合が激化するなか、消費者の食の安全安心に対する意識の高まりや人材不足を背景
にした人件費の増加、原材料費や物流費の高騰といった問題への対応もあって厳しい経営
環境が続いております。また、当社の業績に影響を及ぼす個人消費に関しても雇用・所得
の環境が改善に向かうなかで持ち直しが見られる一方で、国内外の不安定な経済動向や物
価上昇に対する警戒感もあり消費者のマインドは本格的に改善するまでには至らず、当社
を取り巻く環境も依然として不透明な状況となっております。
このような経営環境のなか、当社は確実な成長と安定した収益基盤の確保を目指し、

「人材の確保・育成」「ブランドの研鑽」「物販事業の成長促進」「国際的なブランド発信」
の４つの課題を掲げ、さらなる成長に向けた強固な経営体質の確立に取り組みました。
とりわけ「人材の確保・育成」は将来を見据えるうえで重要であると考え、当社理念を
共有できる優秀な人材を確保・育成していくことに注力し、当事業年度は定期採用として
110名の新卒社員を迎え育成する等、営業体制の基盤強化を進めてまいりました。加え
て、お客様にご不便をおかけしない範囲で一部店舗での定休日導入・拡大や営業時間の見
直しを行い、従業員が夢と希望をもって働ける環境整備も進めました。
さらに「物販事業の成長促進」では、2018年10月に物販事業の主力商品である焼き菓

子の製造拠点となる「アトリエうかい 八王子工房」に新棟を建設し、生産体制の強化を
図りました。これにより品質を落とすことなく商品を量産できるようになり、2019年２
月に西日本において初めての常設店舗となる「アトリエうかい 阪急うめだ本店」の新規
出店を決定し、同年４月17日のオープンに向け準備を進めました。
この結果、当事業年度の業績は、２店舗同時に出店したレストラン『六本木うかい亭』

『六本木 kappou ukai』（2018年３月開業）と菓子販売店の『アトリエうかい エキュー
ト品川』（2017年７月開業）『アトリエうかい トリエ京王調布』（2017年９月開業）の通
年の寄与により売上高は13,912百万円（前事業年度比5.1％増）の増収となりました。一
方、利益面においては増収による効果があったものの、戦略的な人材の確保・育成と労働
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環境の整備による人件費の増加等により営業利益は228百万円（前事業年度比35.6％減）、
経常利益は196百万円（前事業年度比42.7％減）、当期純利益は96百万円（前事業年度比
55.8％減）の減益となりました。

② 当事業年度の業績全般

売上高
（百万円）

経常利益
（百万円）

当期純利益
（百万円）

１株当たり
当期純利益
（円）

2018年３月期 13,238 343 218 42.05

2019年３月期 13,912 196 96 18.44
成長率 5.1％ △42.7％ △55.8％ △56.1％

　

〔事業本部〕
和食事業・洋食事業では、お客様のニーズの多様化に合わせて空間・料理・サービス
をより良いものへと磨いていくとともに、それぞれの店舗が持つ独自の魅力を活かした
企画・イベントの開催や季節に合わせた新メニューをお客様にご提案して継続的な来店
機会の創出と新規顧客の獲得に努めております。当事業年度においては、既存店舗は一
部店舗での定休日導入・拡大や営業時間の変更による影響をはじめ、夏場の記録的な猛
暑や和食の郊外店舗における集客の伸び悩みにより来客数が減少したことで苦戦したも
のの、新店の『六本木うかい亭』『六本木 kappou ukai』の通年の寄与により、前事業
年度に比べ増収となりました。
物販事業においても、既存店舗販売や百貨店の催事出店販売等により売上が伸長した
ことに加え、『アトリエうかい エキュート品川』『アトリエうかい トリエ京王調布』の
通年の寄与もあり、前事業年度に比べ増収となりました。
この結果、事業本部の売上高は12,695百万円（前事業年度比5.6％増）となりました。

〔文化事業〕
文化事業では、『箱根ガラスの森』において2018年４月から11月まで「2018年特別

企画－奇跡のガラスを生んだ－ 華麗なるバロヴィエール一族展」を開催いたしました。
この特別企画展を柱に、春から初夏にかけては「バラの庭園」や「あじさいフェスタ」、
夏には「夏休み自由研究 ガラスの昆虫たち」や「夏休みカンツォーネコンサート」、秋
から冬にかけては「紅葉の山々とガラス庭園」や「クリスマス クリスタル・イルミネー
ション」「ヴェネチア仮面祭」等の様々な企画展やイベントを開催して、多くのお客様に
ご来館いただけるように細やかなプロモーションや旅行会社をはじめとする企業への営
業の強化を行いました。
しかしながら、夏場の記録的な猛暑や台風・豪雨の影響等もあって来館者数は前事業
年度に比べて伸長せず、文化事業の売上高は1,216百万円（前事業年度比0.2％減）とな
りました。
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（事業部別販売実績）
（単位：千円）

区 分 金額 前期比 構成比

事業本部

和食事業

う か い 鳥 山 1,168,164 93.1％ 8.4％
う か い 竹 亭 492,176 92.6 3.5
と う ふ 屋 う か い 大 和 田 店 493,957 94.0 3.6
と う ふ 屋 う か い 鷺 沼 店 559,027 93.6 4.0
東 京 芝 と う ふ 屋 う か い 2,477,566 100.7 17.8
銀座 ｋａｐｐｏｕ ｕｋａｉ 295,728 107.0 2.1
六本木 ｋａｐｐｏｕ ｕｋａｉ 291,654 ― 2.1

計 5,778,275 102.3 41.5

洋食事業

八 王 子 う か い 亭 822,954 100.1 5.9
横 浜 う か い 亭 1,185,537 99.5 8.5
銀 座 う か い 亭 1,246,585 97.4 9.0
あ ざ み 野 う か い 亭 770,471 99.3 5.5
表 参 道 う か い 亭 981,519 89.4 7.1
グ リ ル う か い 丸 の 内 店 338,628 101.5 2.4
ル・プーレ ブラッスリーうかい 153,913 118.1 1.1
六 本 木 う か い 亭 382,975 ― 2.8

計 5,882,585 104.4 42.3
物販事業 980,291 138.4 7.0
その他 54,279 204.5 0.4
小 計 12,695,431 105.6 91.3

文化事業
箱 根 ガ ラ ス の 森 1,216,583 99.8 8.7

小 計 1,216,583 99.8 8.7
合 計 13,912,015 105.1 100.0

③ 設備投資の状況
当社は、事業本部・文化事業のブランド価値のさらなる向上と競争力強化を図るため、
計画的に設備投資を実施し、各店の設備の改善・充実をしております。
当事業年度の設備投資額は、総額429百万円でありました。主なものは、2018年10月
に完成いたしました『アトリエうかい 八王子工房』の新棟建設に伴う設備258百万円及
びその他既存店に対するリニューアル工事費用等であります。
重要な設備の売却はありません。

④ 資金調達の状況
該当事項はありません。
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（2）財産及び損益の状況

区 分 第34期
（2016年３月期）

第35期
（2017年３月期）

第36期
（2018年３月期）

第37期
（2019年３月期）

売 上 高（千円） 12,071,290 12,572,467 13,238,200 13,912,015

経 常 利 益（千円） 128,852 415,109 343,696 196,835
当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （△）（千円） △129,926 240,539 218,619 96,529
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） （円） △25.20 46.56 42.05 18.44

総 資 産（千円） 10,605,109 10,588,718 11,263,885 11,036,839

純 資 産（千円） 4,615,139 4,812,929 5,118,791 5,125,949

１ 株 当 た り 純 資 産 額 （円） 887.53 923.97 973.39 974.76

（注） １株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失は期中平均発行済株式総数に基づき、１株当たり純資産
額は期末発行済株式総数に基づき算出しております。なお、発行済株式総数につきましては、自己株式数
を控除した株式数によっております。

（3）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係
該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
該当事項はありません。

　
（4）対処すべき課題
（経営方針）
当社は企業理念として、基本理念「利は人の喜びの陰にあり」、経営精神「当社にかかわ
るすべての人々を大切にし、そしてそのすべての人々により大切にされる企業でありたい」、
店舗理念「100年続く店づくり」を掲げております。
当社のステークホルダーの皆様を大切にし、そして大切にされる企業になることこそ100

年続く企業への道筋であると考え、全従業員がこの理念を共通の指針として行動し、当社の
事業活動を通して多くの方に喜び、感動、豊かさ、絆、和みなどをご提供して社会に貢献で
きることを第一義に、魅力ある企業をつくりあげてまいります。

（中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題）
当社が属する外食産業を取り巻く環境は、日本の総人口の減少と少子高齢化に伴うライ

フスタイルの変化や価値観の多様化により、業種・業態を超えた企業間での顧客獲得競争が
一層の激しさを増していくことが予想されます。加えて、食の安全安心に対する消費者意識
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の高まりや人材不足を背景とした人件費の上昇、また原材料価格の高騰といった問題への対
応もあり、今後も厳しい経営環境が継続するものと想定されます。
このような環境のなか、当社は既存事業の安定した収益基盤のもとで新規事業や業態を創
出、発展させていくという方針のもと、創業より大切に守ってきた基本理念、経営精神、店
舗理念に込められた思いを不変のものとして貫きながら、以下の４つの課題にスピード感を
もって取り組むことで当社のブランド価値を高め、さらなる成長と安定した収益基盤を確保
していくことを目指してまいります。

　
① 人材の確保・育成

お客様の気持ちを感じ取り接客をする、人による温もりが感じられる「おもてなし」
は当社のブランドの魅力の一つであり、この「おもてなし」を深化させていくことがさら
なるブランドの魅力をつくり、今後の当社の成長に繋がっていくと考えております。その
ため、当社では「おもてなし」に必要不可欠な優秀な人材の確保・育成を最重要課題の一
つと位置づけて、昨今の人材獲得競争の激化による採用難や定着率向上等への対策を講
じ、戦略的に人材への投資を進めてまいります。
具体的には、当社の企業文化を継承する人材を確保していくために、定期採用を主体と
して積極的に行い、当社の企業理念を共有できる人材としてしっかりと育てていくという
考えのもと、採用活動の強化や研修及び制度の拡充に取り組んでまいります。特に人材の
育成においては、理念や目的を共有することを重視しており、そのために内定者、新卒社
員、中途入社社員、中間管理職、経営幹部等、あらゆる階層向けに研修を充実させ、社内
で共有を図ってまいります。
また、従業員を大切なステークホルダーとして大切にして、そしてその従業員に大切に
される企業であり続けるために、誰もが夢と希望をもって輝ける労働環境の整備にも取り
組んでまいります。

② ブランドの研鑽
当社は、これまで「お客様に喜びや感動を味わっていただきたい」という想いで出店し

た一つひとつの店舗を大切に成長させてまいりました。当社にとって、この既存店舗の安
定的な成長とブランドの浸透が事業活動を行う上での支柱であり、今後も持続的成長を遂
げるために既存店を成長させていくことが最重要課題であると考えております。
そのために、当社の店づくりの根幹となる「物語のある空間」「最高の料理」「おもてな
しの心」の３つの要素をぶらすことなく深化させ、お客様に心から感動の時間を味わって
いただける店へと進化させてまいります。お客様にご来店いただき、「また来よう」と感
じていただくためにはお客様へ常に新しい感動をご提供することが必要であり、お客様の
ニーズの多様化に合わせた運営体制の見直しや設備の改修・修繕、メニュー開発など新し
い魅力づくりを進めてまいります。
また、当社では近年都心店舗における集客力は増加している一方で、郊外店舗は緩やか
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な減少傾向にあります。この要因のなかには国内の人口減少を背景とする地域の空洞化や
既存顧客が高齢化してきたことによる世代交代も影響しているのではないかと考えてお
り、各店舗で魅力の底上げを図り、情報発信をしていくことで商圏のさらなる拡大を目指
してまいります。
その施策の一つとして、2019年12月に創業55周年を迎える『うかい鳥山』の魅力の掘
り起こしを図ってまいります。新宿から約１時間の好立地、里山の風景、越中五箇山の合
掌造り等、創業店が培ってきた歴史的な価値を改めて見直して、ソーシャルメディアによ
る情報発信や旅行会社との連携等を通じて店舗の発信力を高め、既存顧客とともに新規顧
客の獲得に努めてまいります。

③ 物販事業の成長促進
当社は、「うかいの余韻をご家庭へ」というコンセプトのもと、店舗の魅力をさらに深

めることを目的に、製菓商品を中心としたお土産品や贈答品等の製造販売を行う事業とし
て物販事業を立ち上げました。この事業は当社にとって既存事業とは全く異なる新たな業
態への参入であり、これまでこの物販事業を一つの事業として確立させるべく、基盤固め
として先行投資を実施して生産体制の整備を進めるとともに、味、製法、品質には徹底的
にこだわって確実な成長を図ってまいりました。その結果、物販事業の柱となる「アトリ
エうかい」はブランド構築されつつあると考えております。これからはさらなる成長を目
指すために販売拠点の拡大を図り、継続的な利益を追求してまいります。
その展開の一つとして、2019年４月に『アトリエうかい 阪急うめだ本店』をオープン
いたしました。うかいとして初となる西日本への出店であり、大阪、京都、神戸など関西
圏はもちろん山口、岡山など関西以西のお客様にもブランドを広げてまいります。
そしてこの事業がスタートした当初の、当社レストランを知る人がアトリエうかいのお
菓子を買うという「レストランから製菓」の一方向の流れから、今後はレストランと製菓
のシナジー効果を発揮させ、和食・洋食・文化に次ぐ事業の柱として成長をさせてまいり
ます。

④ ブランド発信
外食産業の企業間における競争の激化のなか、当社がオンリーワンの企業として勝ち残
るためには出店したすべての店舗を研鑽することで今まで築いてきた当社店舗のブランド
を守るとともに、国内と海外から相互に発信し、わざわざ訪れたくなる店舗となるようブ
ランド価値を高めていく必要があると考えております。
なかでも、国の観光客誘致政策等により訪日外国客数が伸長傾向にあるなかで、海外に

向けてブランド発信をしていくことは商圏を拡大していく上で好機であると捉えており、
全日本空輸株式会社との機内食監修をはじめとする他社とのコラボレーションによる様々
な活動を積極的に行っております。
この一つの施策として、2017年11月に台湾高雄市に『うかい亭 高雄（カオシュン）』
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を、2019年１月に台湾台北市に『THE UKAI TAIPEI（ザ ウカイ タイペイ）』を業務提
携という形態でオープンいたしました。２店舗の出店により台湾における当社のブランド
認知度が向上し、訪日された際に当社店舗を体験される方も増えており、海外の方に当社
店舗を知っていただく良い機会となっております。
このように、今後も台湾をはじめ海外から様々な形でブランドを発信していくととも

に、国内の店舗から海外の方に向けた発信にも注力し、海外と国内の相互発信によりグロ
ーバルなブランドとしての立ち位置を確立させて、新たな層の集客につなげてまいりま
す。

（5）主要な事業内容（2019年３月31日現在）
① 事業本部

飲食店の経営、物販商品の開発・製造及び販売
② 文化事業
文化事業（美術館）の運営

　
（6）主要な営業所及び工場（2019年３月31日現在）

本社 東京都八王子市
うかい鳥山 東京都八王子市
うかい竹亭 東京都八王子市
とうふ屋うかい 大和田店 東京都八王子市
とうふ屋うかい 鷺沼店 神奈川県川崎市宮前区
東京 芝 とうふ屋うかい 東京都港区芝公園
銀座 kappou ukai 東京都中央区銀座
六本木 kappou ukai 東京都港区六本木
八王子うかい亭 東京都八王子市
横浜うかい亭 神奈川県大和市
銀座うかい亭 東京都中央区銀座
あざみ野うかい亭 神奈川県横浜市青葉区
表参道うかい亭 東京都渋谷区神宮前
グリルうかい 丸の内店 東京都千代田区丸の内
ル･プーレ ブラッスリーうかい 東京都千代田区大手町
六本木うかい亭 東京都港区六本木
アトリエうかい たまプラーザ 神奈川県横浜市青葉区
アトリエうかい エキュート品川 東京都港区高輪
アトリエうかい トリエ京王調布 東京都調布市
アトリエうかい 八王子工房 東京都八王子市
箱根ガラスの森 神奈川県足柄下郡箱根町
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（7）使用人の状況（2019年３月31日現在）
当社の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数

事 業 本 部 661（273）名

文 化 事 業 60（ 16）名

全 社 （共 通） 32（ 6）名

合 計 753（295）名

（注）1. 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
す。

2. 全社（共通）として記載されている使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門等に所属している
ものであります。

　
使 用 人 数 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

753（295）名 35.0歳 6.7年

（注） 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

（8）主要な借入先の状況（2019年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額 （千円）

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 528,473

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 441,596

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 357,846

株 式 会 社 横 浜 銀 行 283,200

株 式 会 社 群 馬 銀 行 241,769

株 式 会 社 山 梨 中 央 銀 行 202,846

株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行 200,000

株 式 会 社 り そ な 銀 行 200,000

株式会社商工組合中央金庫 157,769
（注） 借入先からの借入額には、株式会社三井住友銀行を主幹事とする金融機関６行によるシンジケートローン

の残高1,172,000千円が含まれております。

（9）その他会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．会社の現況
（1）株式の状況（2019年３月31日現在）
① 発行可能株式総数 18,240,000株
② 発行済株式の総数 5,235,940株
③ 株主数 3,730名
④ 大株主（上位10名）

株 主 名 持株数（千株） 持株比率（％）

う か い 商 事 株 式 会 社 765 14.61

鵜 飼 正 紀 550 10.51

株 式 会 社 青 山 財 産 ネ ッ ト ワ ー ク ス 400 7.64

京 王 電 鉄 株 式 会 社 350 6.69

キ ッ コ ー マ ン 株 式 会 社 298 5.71

鵜 飼 早 苗 107 2.06

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 100 1.91

株 式 会 社 群 馬 銀 行 72 1.38

多 摩 信 用 金 庫 70 1.35

三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 株 式 会 社 57 1.10

（注）1. 千株未満は、切り捨てて表示しております。
2. 当社は、自己株式1,218株を保有しております。
3. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
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（2）新株予約権等の状況
① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

（2019年３月31日現在）
発 行 決 議 日 2007年６月28日

新 株 予 約 権 の 数 125個

目 的 と な る 株 式 の 数 12,500株

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新 株 予 約 権 の 発 行 価 額 無償

新 株 予 約 権 の 行 使 時 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり 100円
（１株当たり 1円）

権 利 行 使 期 間 2007年７月23日から
2037年７月19日まで

行 使 の 条 件

①新株予約権者は、上記の権利行使期間内において、原則として当社
の取締役の地位を喪失したときに限り、新株予約権を行使できるも
のとする。
　ただしこの場合、新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した
日の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から当該権利行使開
始日より10日を経過する日（ただし、当該日が営業日でない場合
には、前営業日）までの間に限り、新株予約権を行使することがで
きる。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人（新株予約権者の配偶
者、子、一親等の直系尊属に限る。）は、新株予約権者が死亡した
日の翌日から３ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行
使することができる。

役 員 （取 締 役） の 保 有 状 況 ３名（125個）

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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（3）会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2019年３月31日現在）
会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役 会 長 鵜 飼 正 紀

代 表 取 締 役 社 長 大 工 原 正 伸

専 務 取 締 役 紺 野 俊 也 事業本部長 兼 経営企画室担当

常 務 取 締 役 峰 尾 亨 管理本部長 兼 文化事業部担当

取 締 役 岩 田 正 崔 文化事業部長 兼 箱根ガラスの森館長

取 締 役 吉 田 光 男

取 締 役 渡 邊 啓 司
株式会社朝日工業社 社外取締役
株式会社青山財産ネットワークス 社外取締役
SBIインシュアランスグループ株式会社 社外取締役
北越コーポレーション株式会社 社外監査役

常 勤 監 査 役 久 保 田 勇 一

監 査 役 鎌 田 稔

監 査 役 西 牧 良 悦 株式会社昭和システムエンジニアリング 社外監査役

監 査 役 笠 原 静 夫 弁護士

（注）1. 2018年６月22日開催の第36回定時株主総会において、渡邊啓司氏が取締役に新たに選任され、就任い
たしました。

2. 取締役吉田光男氏及び渡邊啓司氏は、社外取締役であります。
3. 監査役鎌田稔氏、西牧良悦氏及び笠原静夫氏は、社外監査役であります。
4. 監査役西牧良悦氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており
ます。

　
② 当事業年度中に退任した取締役及び監査役
　 該当はありません。
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③ 独立役員に関する事項
当社は、取締役吉田光男氏及び渡邊啓司氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と
して指定し、同取引所に届け出ております。

④ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法
第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任
限度額としております。
　

⑤ 取締役及び監査役の報酬等の総額
区 分 員 数 報酬等の総額
取 締 役

（うち社外取締役）
7名

（2名）
186,498千円
（7,352千円）

監 査 役
（うち社外監査役）

4名
（3名）

16,202千円
(7,200千円）

合 計
（うち社外役員）

11名
（5名）

202,700千円
（14,552千円）

（注）1. 取締役の報酬限度額は、2006年２月22日開催の臨時株主総会において年額３億80百万円以内（ただ
し、使用人分給与は含まない。）と決議いただいており、配分額に関しては代表取締役に一任しておりま
す。

2. 監査役の報酬限度額は、1991年10月５日開催の第９回定時株主総会において年額25百万円以内と決議
いただいており、配分額に関しては監査役会に一任しております。

3.　当事業年度末現在の人数は、取締役７名（うち社外取締役２名）、監査役４名（うち社外監査役３名）で
あります。
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⑥ 社外役員に関する事項
イ．他の法人等との兼職状況（他の法人等の業務執行者である場合）及び当社と当該他の
法人等との関係
該当事項はありません。

ロ．他の法人等の社外役員の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係
取締役渡邊啓司氏は、株式会社朝日工業社の社外取締役、株式会社青山財産ネットワ

ークスの社外取締役、SBIインシュアランスグループ株式会社の社外取締役及び北越コ
ーポレーション株式会社の社外監査役を兼職しております。当社とこれら兼職先との間
には特別な関係はありません。
監査役西牧良悦氏は、株式会社昭和システムエンジニアリングの社外監査役を兼職し
ております。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
ハ．当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 当社での主な活動状況

社 外 取 締 役 吉 田 光 男
当事業年度において開催された取締役会６回中６回に出席いた
しました。長年にわたり経営の第一線に携わっており、企業経
営に関する豊富な経験と幅広い知見を活かし、取締役会におい
て経営全般にわたり適宜意見を述べております。

社 外 取 締 役 渡 邊 啓 司
2018年６月22日就任以降開催された取締役会５回中４回に出
席いたしました。会計専門家としての経験と専門知識を有して
おり、会計専門家としての客観的立場から、取締役会において
経営全般にわたり適宜意見を述べております。

社 外 監 査 役 鎌 田 稔

当事業年度において開催された取締役会６回中５回に出席し、
監査役会６回中６回に出席いたしました。取締役会において疑
問点等を明らかにするため適宜質問し、意見を述べています。
また監査役会において、監査結果についての意見交換、監査に
関する重要事項の協議等を行っております。

社 外 監 査 役 西 牧 良 悦

当事業年度において開催された取締役会６回中５回に出席し、
監査役会６回中６回に出席いたしました。税理士として専門的
見地から取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保するための発言を行っております。また監査役会に
おいて、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項
の協議等を行っております。

社 外 監 査 役 笠 原 静 夫

当事業年度において開催された取締役会６回中６回に出席し、
監査役会６回中６回に出席いたしました。弁護士として専門的
見地から取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保するための発言を行っております。また監査役会に
おいて、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項
の協議等を行っております。
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（4）会計監査人の状況
① 名称 ＰｗＣあらた有限責任監査法人
② 報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 20,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 20,000千円

（注）1. 当監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画
における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの
妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査
報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報
酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断
した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定
に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると
認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたしま
す。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきま
して、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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（5）業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業

務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、現在７名（社外取締役２名を含む）で構成されており、取締役会規程に定
められた事項の決議及び報告を行い、迅速かつ的確な経営判断を行うため、定時及び臨
時を含め原則として３ヶ月に１回開催する。
・取締役会は、予算管理規程に基づき、経営方針を踏まえた経営計画を定め達成すべき目
標を明確化するとともに、これに基づく本社及び事業所等の年度計画を策定し、業績管
理を実施する。また、中期事業計画を策定し、これに基づく事業分野ごとの業績目標、
予算を設定する。さらに、その達成に向けて各担当取締役に職務を遂行させ、その結果
を管理、評価する。

・常務会は、常務会規程に基づき毎月開催し、取締役会の招集及び提出議案に関する事項
を付議する。
・営業戦略会議は、これを原則１ヶ月に１回開催し、経営幹部が経営課題を討論すること
により問題意識及び経営判断情報を共有する組織体とする。
・組織、職制、指揮命令系統、業務分掌規程に従った会社組織を制定し、職務権限規程に
基づく職務執行上の責任体制を確立することにより、職務の効率的な執行を図る。
・内部監査室は、事業活動の効率性及び有効性について監査を行う。主管部署及び監査を
受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、連携してその対策を講ずる。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報は、文書化（電磁的記録を含む）のうえ、経営判断等に
用いた関連資料とともに保存する。当該文書管理に関する主管部署を置き、管理対象文
書とその保管部署、保存期間及び管理方法等を規程に定める。
・文書管理規程、機密管理規程及び情報セキュリティ基本規程を定め、情報の保存及び管
理に関する基本的事項を明確にする。
・基幹システムをはじめとするIT（情報技術）環境の適切な整備、業務プロセスのIT化を
通じて、ITの適切な管理、統制を実現することにより、経営に必要な情報を保存及び管
理する体制を構築する。
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③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理規程等のリスクに関連する諸規程を定め、危機管理に関する基本的事項を明
確にする。
・経営戦略上のリスクについては、必要に応じ取締役会で審議し、リスクの最小化を図
る。
・業務運営上のリスクについては、リスク管理委員会を設置し、専門部会として経営リス
ク分科会、労務・安全衛生分科会、コンプライアンス分科会、防災リスク分科会、環境
リスク分科会、品質管理分科会、情報システム分科会、雇用・人事リスク分科会の８つ
の分科会を設置する。各分科会で審議し経営企画室が統括することにより、リスクの予
防及び抑制を図り、リスクが発生した場合の危機管理を行う体制とする。
・各事業所において発生したリスクの低減、再発防止に取り組み、必要に応じて取締役会
での審議及び検討を行う。
・内部監査室は、リスク管理体制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署
は、是正、改善の必要があるときには、すみやかにその対策を講ずる。

④ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理観をもって事業活動を行う企業風土を
構築するため経営理念、企業倫理規程を定め、会社全体として適用される行動規範を定
める。
・リスク管理規程、コンプライアンスマニュアルを定め、法令及び定款への遵守に関する
基本的事項を明確にする。
・法令及び定款の遵守体制の実効性を確保するため、コンプライアンス分科会を設置し、
担当役員は取締役及び使用人の法令遵守意識の定着と運用の徹底を図るための必要な諸
活動を推進し、管理する。
・内部監査室は、法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行う。主管部署及び監
査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、すみやかにその対策を講ずる。

⑤ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項
・監査機能の充実のために、監査役会からの要請に応じて、監査役の業務補助のためスタ
ッフを置くこととする。
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⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する監査役
の指示の実効性の確保に関する事項
・監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指示に従って、その監査職務の補助を行う
ものとし、取締役からの指揮命令、制約を受けないものとする。
・当該使用人の人事異動及び人事評価においては、監査役会の同意を得ることとして、独
立性の確保を図ることとする。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体
制
・取締役及び使用人は、法定事項の他、経営、業績に影響を及ぼす重要な事項、内部監査
室の活動概要、内部統制に関する活動概要の状況を監査役に報告する。

・監査役と代表取締役、取締役との連絡会を定期的に開催し、監査が実効的に行われるこ
とを確保するための体制を整備する。また、代表取締役等は、コンプライアンス上問題
のある事項、法令及び定款に違反するおそれのある事項及び当社に著しい損害を及ぼす
おそれのある事項等が発生した場合は、これらを直ちに監査役及び監査役会に報告す
る。
・監査役に報告した者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
とする。

⑧ 監査役職務の執行について生ずる費用等の処理に関する事項
・監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続き、その他の当該職務の
執行について生ずる費用又は債務の処理等所要の費用の請求を受けた時は、監査役の執
行に明らかに必要ないと認められる場合を除き、その費用を負担する。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、内部監査室及び会計監査人との十分な連携を図る。監査役及び監査役会が必
要に応じて取締役等に問題提起できるよう、監査役は取締役会に出席するほか、常勤監
査役は重要な意思決定過程及び業務の執行状況を把握するための営業戦略会議等の重要
会議に出席する。
・監査役は、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスク評価及び監査重点項
目等について、情報や意見を交換するなどして緊密な連携を図り、効率的な監査を実施
する。
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⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制
・経理規程類を整備するとともに、「財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価
に関する基本方針書」を定め、財務報告の信頼性を確保する。
・仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正措置を行い、
金融商品取引法及びその他関連法令等に対する適合性を確保する。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固とした姿
勢で臨むことを「企業倫理規程」に定め、関係排除に取り組む。
・反社会的勢力に対しては、業界、地域社会と協力し、また、警察、顧問弁護士等の関係
機関と緊密に連携し、毅然とした態度で組織的に対応する。
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　（業務の適正を確保するための体制の運用状況）
当社では、「内部統制システムの構築に関する基本方針」に基づき、企業集団の業務の適
正を確保するための体制整備とその適切な運用に努めており、当事業年度における運用状況
の概要は以下のとおりであります。
当社の取締役会は、当事業年度において６回開催され取締役の職務執行の適法性を確保

し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外
取締役が出席しました。その他監査役会は６回、営業戦略会議は９回、衛生委員会は12回、
監査役連絡会は６回開催しました。
監査役は、監査方針を含む監査計画を策定し、監査役会を６回開催し監査役間の情報共有
に基づき会社の状況を把握し、必要な場合は提言の取りまとめを行いました。さらに、取締
役会に出席し取締役及び使用人と対話を行い、また、内部監査室、会計監査人と連携し、取
締役及び使用人の職務の執行状況を監査しました。
常勤監査役は、日常的な対話により取締役及び使用人の職務の執行状況を監査するととも

に、常勤監査役、管理部、経営企画室、内部監査室、危機管理室で構成される監査役連絡会
など重要な会議に出席し、会社内の課題について本社部門と意見交換を行いました。
内部監査室は、期初に策定した内部監査計画に基づき、法令・社内規程等の遵守状況につ
いて全社を対象とする内部監査を実施し、その結果及び改善状況を代表取締役及び監査役に
報告しました。また、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性の評価」
も実施しました。
当社の内部通報制度である「ホットライン」については、人事企画室から全従業員に対し
継続して周知しています。

（6）会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針につ

いては、特に定めておりません。
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貸 借 対 照 表
（2019年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 1,679,671 流 動 負 債 3,290,236
現 金 及 び 預 金 279,511 買 掛 金 323,708
売 掛 金 697,915 短 期 借 入 金 600,000
商 品 及 び 製 品 279,897 １年内返済予定の長期借入金 787,800
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 257,234 リ ー ス 債 務 30,699
前 払 費 用 115,803 未 払 金 241,312
そ の 他 49,735 未 払 費 用 354,900
貸 倒 引 当 金 △426 未 払 法 人 税 等 119,442

固 定 資 産 9,357,167 未 払 消 費 税 等 123,736
有 形 固 定 資 産 7,746,048 前 受 金 103,051
建 物 3,632,559 預 り 金 79,606
構 築 物 246,125 賞 与 引 当 金 128,684
車 両 運 搬 具 7,852 短 期 預 り 保 証 金 397,294
器 具 及 び 備 品 340,093 固 定 負 債 2,620,653
土 地 2,365,444 長 期 借 入 金 1,225,700
リ ー ス 資 産 43,415 リ ー ス 債 務 45,660
建 設 仮 勘 定 14,130 長 期 預 り 保 証 金 179,151
美 術 骨 董 品 1,096,427 退 職 給 付 引 当 金 985,761
無 形 固 定 資 産 73,439 資 産 除 去 債 務 184,380
借 地 権 10,672 負 債 合 計 5,910,889
ソ フ ト ウ エ ア 18,846 純 資 産 の 部
電 話 加 入 権 3,123 株 主 資 本 5,081,982
リ ー ス 資 産 40,573 資 本 金 1,296,683
水 道 施 設 利 用 権 223 資 本 剰 余 金 2,135,783
投 資 そ の 他 の 資 産 1,537,679 資 本 準 備 金 1,842,088
投 資 有 価 証 券 76,237 そ の 他 資 本 剰 余 金 293,695
出 資 金 280 利 益 剰 余 金 1,652,108
長 期 前 払 費 用 16,152 利 益 準 備 金 64,400
繰 延 税 金 資 産 363,979 そ の 他 利 益 剰 余 金 1,587,708
敷 金 及 び 保 証 金 1,075,026 別 途 積 立 金 900,000
そ の 他 6,003 繰 越 利 益 剰 余 金 687,708

自 己 株 式 △2,593
評 価 ・ 換 算 差 額 等 20,621
その他有価証券評価差額金 20,621

新 株 予 約 権 23,345
純 資 産 合 計 5,125,949

資 産 合 計 11,036,839 負 債 及 び 純 資 産 合 計 11,036,839
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損 益 計 算 書
（2018

2019
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 13,912,015
売 上 原 価 6,535,999

売 上 総 利 益 7,376,015

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,147,783

営 業 利 益 228,232

営 業 外 収 益

受 取 利 息 5,088

そ の 他 15,954 21,042

営 業 外 費 用

支 払 利 息 29,484

そ の 他 22,954 52,439

経 常 利 益 196,835

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 44

投 資 有 価 証 券 売 却 益 143 188

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 7,686

そ の 他 297 7,983

税 引 前 当 期 純 利 益 189,040

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 119,168

法 人 税 等 調 整 額 △26,657 92,511

当 期 純 利 益 96,529
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株主資本等変動計算書
（2018

2019
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金 繰 越 利 益
剰 余 金

2018 年 ４ 月 １ 日
残 高 1,296,683 1,842,088 293,695 2,135,783 64,400 900,000 685,404

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △94,225
当 期 純 利 益 96,529
自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 － － － － － － 2,304
2019 年 ３ 月 31 日
残 高 1,296,683 1,842,088 293,695 2,135,783 64,400 900,000 687,708

　
株 主 資 本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
利益剰余金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計利益剰余金

合 計

2018 年 ４ 月 １ 日
残 高 1,649,804 △2,589 5,079,682 15,764 15,764 23,345 5,118,791

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △94,225 △94,225 △94,225
当 期 純 利 益 96,529 96,529 96,529
自 己 株 式 の 取 得 △4 △4 △4
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 4,857 4,857 4,857

当 期 変 動 額 合 計 2,304 △4 2,300 4,857 4,857 － 7,157
2019 年 ３ 月 31 日
残 高 1,652,108 △2,593 5,081,982 20,621 20,621 23,345 5,125,949
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個別注記表
【重要な会計方針に係る事項に関する注記】
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
・時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）

・時価のないもの 移動平均法による原価法
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品
・事業本部 先入先出法による原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）
・文化事業 移動平均法による原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）
原材料 先入先出法による原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）
貯蔵品 最終仕入原価法による原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）
3. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

・本社及び事業本部 定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附
属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建
物附属設備及び構築物については、定額法によっておりま
す。

・文化事業 定額法
（2）無形固定資産（リース資産を除く）
イ．借地権 存続期間を償却年数とする定額法
ロ．自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

（3）リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
によっております。

（4）長期前払費用 定額法
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4. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金 　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し
ております。

（2）賞与引当金 　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来
の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しておりま
す。

（3）退職給付引当金 　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業
年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
　数理計算上の差異は、その発生時に費用処理しておりま
す。
　過去勤務費用は、その発生時の従業員平均残存勤務期間
以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理し
ております。

5. その他計算書類作成のための基本となる事項
消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

【表示方法の変更に関する注記】
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号2018年２月16日）
に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号
2018年3月26日）を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表
示する方法に変更しました。

【貸借対照表に関する注記】
1. 担保に供している資産
建物 1,921,949千円
土地 2,088,237千円
　計 4,010,187千円
上記の資産を長期借入金1,172,000千円（一年内返済予定の長期借入金586,000千円を
含む）の担保に供しております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 9,800,381千円
3. 当社は、安定的かつ効率的な資金調達を行うため取引銀行９行と当座貸越契約を締結して
おります。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
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当座貸越極度額の総額 2,300,000千円
借入実行残高 600,000千円
　差引額 1,700,000千円

　
【株主資本等変動計算書に関する注記】
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の
株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末の
株式数

普通株式 5,235,940株 ー株 ー株 5,235,940株
　

2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
　

株 式 の 種 類 当事業年度期首の
株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末の
株式数

普通株式 1,217株 1株 ー株 1,218株
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
　
3. 剰余金の配当に関する事項
（1）配当金支払額等

2018年６月22日開催の第36回定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 94,225千円
・１株当たり配当額 18円
・基準日 2018年３月31日
・効力発生日 2018年６月25日

　

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの
は、定時株主総会において次のとおり付議いたします。
2019年６月21日開催予定の第37回定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 94,224千円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 18円
・基準日 2019年３月31日
・効力発生日 2019年６月24日
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4. 当事業年度末日における新株予約権に関する事項
　

新株予約権
の内訳

新株予約権の
目的となる
株式の種類

当事業年度期首
株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

2007年
新株予約権 普 通 株 式 12,500株 ー株 ー株 12,500株

【税効果会計に関する注記】
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 （千円）
賞与引当金 39,403
退職給付引当金 301,840
新株予約権 7,148
借地権 15,257
減損損失 41,355
資産除去債務 56,457
その他 51,320
繰延税金資産小計 512,780
評価性引当額 △116,292

　繰延税金資産合計 396,488
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △9,101
資産除去債務に対応する除去費用 △23,408

　繰延税金負債合計 △32,509
繰延税金資産（負債）の純額 363,979
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【金融商品に関する注記】
1. 金融商品の状況に関する事項
当社は、新規出店や既存店舗の改装等の設備投資計画及び安定した手元資金を確保するた
めの資金計画に照らして、必要な資金を銀行借入により調達しております。また、一時的な
余資は短期的な預金等に限定しております。
営業債権である売掛金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。当該リスク
に関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っておりま
す。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、業務上の関係
を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
敷金及び保証金は、主に店舗の賃貸借契約に伴うものであります。
営業債務である買掛金、未払金、未払費用は、１年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備

投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で５年でありま
す。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されております。
預り保証金は、売掛金、賃貸借契約に関わる敷金及び保証金の返還保証に伴う証拠金であ
ります。

　
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれませ
ん。（（注２）参照）

（単位：千円）
　

貸借対照表計上額（＊） 時 価（＊） 差 額
（1）現金及び預金 279,511 279,511 ―
（2）売掛金 697,915
　 貸倒引当金（＊１） △426

697,489 697,489 ―
（3）投資有価証券

その他有価証券 71,237 71,237 ―
（4）敷金及び保証金 1,075,026 1,063,484 △11,541
（5）買掛金 （323,708） （323,708） ―
（6）短期借入金 （600,000） （600,000） ―
（7）未払金 （241,312） （241,312） ―
（8）未払費用 （354,900） （354,900） ―
（9）長期借入金（＊２） （2,013,500） （2,012,628） △871
（10)預り保証金（＊２） （576,445） （578,186） 1,741

　

（＊）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（＊１）売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
（＊２）流動負債に含まれている長期借入金及び預り保証金を含めております。
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（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
（1）現金及び預金、（2）売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。

（3）投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。

（4）敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価については、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その

将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在
価値により算定しております。

（5）買掛金、（6）短期借入金、（7）未払金、（8）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。

（9）長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものの時価については、金利が一定期間ごとに更改される条件となっ
ているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいといえることから、当該帳簿価額によっております。また、固定
金利によるものの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り
引いた現在価値により算定しております。

（10）預り保証金
預り保証金の時価については、契約期間に基づき、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な
指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定しております。

　
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額

非上場株式 5,000
　

非上場株式については市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を
把握することが極めて困難と認められるものであるため、「（3）投資有価証券 その他有価証券」には含め
ておりません。
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【１株当たり情報に関する注記】
1. １株当たり純資産額 974円76銭
2. １株当たり当期純利益 18円44銭

　

【重要な後発事象に関する注記】
該当事項はありません。

【その他の注記事項】
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
店舗等の不動産賃貸借契約及び定期借地権契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該契約期間に応じて、15年から40年と見積り、割引率は0.3％から2.3％
を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 158,794千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 22,463
時の経過による調整額 3,122
期末残高 184,380
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2019年５月13日
株 式 会 社 う か い
取 締 役 会 御中

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 戸 田 栄 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社うかいの2018
年４月１日から2019年３月31日までの第37期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監
査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類
及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査
法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保
証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手
するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬によ
る計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが
含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当
と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の
財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告
監 査 報 告 書

　当監査役会は、2018年４月１日から2019年３月31日までの第37期事業年度の取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等
に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査
の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社
法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内
容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役
及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書につ
いて検討いたしました。

― 32 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2019年05月20日 21時59分 $FOLDER; 32ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人ＰｗＣあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

2019年５月16日
株式会社 うかい 監査役会

常 勤 監 査 役 久保田 勇一 ㊞
監 査 役
（社外監査役） 鎌 田 稔 ㊞
監 査 役
（社外監査役） 西 牧 良 悦 ㊞
監 査 役
（社外監査役） 笠 原 静 夫 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件
当社は、財務基盤の健全性の確保と中長期的な安定配当の継続とのバランスを勘案し、株主の
皆様に適正に利益還元することを基本方針としております。
第37期の期末配当につきましては、経営基盤の強化と中長期的な安定配当の継続とのバランス
を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。
（1）配当財産の種類

金銭といたします。
（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金18円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当金総額は、94,224,996円となります。

（3）剰余金の配当が効力を生ずる日
2019年６月24日といたします。
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第２号議案　取締役３名選任の件
取締役鵜飼正紀、峰尾亨、吉田光男の各氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役３名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

　

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
株 式 の 数

１
鵜
う か い
飼　正

ま さ き
紀

（1963年３月15日生）

1985年４月 フランス料理店トントン・コリーヌ入社
1986年７月 当社入社
1988年４月 当社うかい竹亭支配人
1989年11月 当社取締役
1990年５月 ㈱コレクト代表取締役社長
1990年８月 当社取締役うかい竹亭店長
1993年10月 当社取締役営業統括
1997年11月 ㈱河口湖うかい取締役
2002年３月 当社取締役社長室長
2006年３月 当社取締役副社長
2008年１月 うかい商事㈱代表取締役（現任）
2009年７月 当社顧問
2013年６月 当社取締役会長（現任）

550,000株

２
峰
み ね お
尾　 亨

とおる

（1956年５月17日生）

1976年６月 ㈱うかい鳥山（現当社）入社
1996年５月 当社八王子うかい亭店長
2002年６月 当社河口湖オルゴールの森館長
2003年９月 当社銀座うかい亭店長
2005年６月 当社洋食事業統括部長
2005年11月 当社執行役員洋食事業部長
2006年２月 当社取締役
2006年３月 当社常務取締役
2008年３月 当社常務取締役営業推進室長
2009年12月 当社常務取締役経営企画室長
2010年５月 ㈱河口湖うかい取締役
2012年11月 当社常務取締役
2014年５月 当社常務取締役管理本部長
2018年２月 当社常務取締役管理本部長兼文化事業部担当

（現任）

3,680株

― 35 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2019年05月20日 21時59分 $FOLDER; 35ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
株 式 の 数

３
吉
よ し だ
田　光

み つ お
男

（1948年11月13日生）

1972年４月 サントリー㈱（現サントリーホールディングス
㈱）入社

1991年４月 同社国際部部長
2001年３月 同社取締役
2003年３月 同社取締役財経本部長
2005年３月 サントリーフーズ㈱取締役副社長兼サントリー㈱

顧問
2006年３月 ㈱ティップネス代表取締役社長
2009年３月 サントリービア＆スピリッツ㈱（現サントリー酒

類㈱）常勤監査役
2015年６月 当社取締役（現任）

ー

（注）1．取締役候補者のうち、当社との間に特別の利害関係を有している者は、次のとおりであります。
鵜飼正紀氏は、当社の主要株主に該当いたします。

2．吉田光男氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役
員として指定し、同取引所に届け出ております。

3．吉田光男氏は、㈱ティップネスの代表取締役社長を務め、長年にわたり経営の第一線に携わっており、
経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、客観的な立場から当社の経営全般に助言を頂戴する
ことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任するもので
あります。なお、同氏の当社での社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となり
ます。

4．当社は、吉田光男氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責
任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最
低責任限度額としております。同氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、当該契約を更新す
る予定であります。
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第３号議案　監査役３名選任の件
監査役久保田勇一、鎌田稔、西牧良悦の各氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりま

す。つきましては、監査役３名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきまして
は、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
株 式 の 数

１
久保
く ぼ た
田　勇

ゆ う い ち
一

（1945年２月19日生）

1963年３月 大中証券㈱入社
1967年２月 ㈱アラスカ入社
1974年８月 ㈱うかい鳥山（現当社）入社
1977年９月 当社八王子うかい亭料理長
1983年11月 当社八王子うかい亭店長
1992年６月 当社横浜うかい亭店長
2003年３月 当社洋食事業統括部長兼八王子うかい亭店長
2005年３月 当社内部監査役
2010年12月 当社内部監査室長
2011年６月 当社常勤監査役（現任）

ー

２
西
に し ま き
牧　良

りょうえつ
悦

（1946年７月23日生）

1975年７月 東京国税局査察部査察官
1997年７月 船橋税務署副署長
2002年７月 東京国税局実査官（NPO）
2003年７月 東京国税局資料調査課長
2004年７月 東京上野税務署長
2006年９月 税理士登録
2007年４月 拓殖大学非常勤講師
2008年６月 当社監査役（現任）
2011年６月 ㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役

（現任）
（重要な兼職の状況）
㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役

ー

※
３

佐
さ と う
藤　 喜

よ し ひ こ
彦

（1955年７月11日生）

1978年４月 サントリー㈱（現サントリーホールディングス
㈱）入社

1999年10月 モンテ物産㈱出向 取締役総務部長
2003年３月 サントリー㈱ 東京経理センター長
2006年９月 ㈱ティップネス出向 経理部長
2007年３月 同社 取締役経理部長
2009年４月 サントリービア＆スピリッツ㈱（現サントリー酒

類㈱）出向 営業推進第２部審査部長
2012年７月 ㈱大治 取締役統括管理部長
2013年11月 ㈱共立メンテナンス 経営企画部担当部長
2014年１月 ㈱共立フーズサービス 管理部長
2019年１月 同社顧問

ー
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（注）1．※は新任の監査役候補者であります。
2．上記の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3．西牧良悦氏及び佐藤喜彦氏は、社外監査役候補者であります。また、佐藤喜彦氏は株式会社東京証券取
引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

4．西牧良悦氏は、長年にわたり税理士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かして
いただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。同氏は、過去に社外取締役または
社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社
外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、西牧良悦氏の当
社での社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって11年となります。

5．佐藤喜彦氏は、他社で長年にわたり財務部門に従事あるいは管掌した経験があり、その経験と見識を当
社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。

6．当社は、社外監査役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責
任を一定の範囲に限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、法令が定める額としております。西牧良悦氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、当該
責任限定契約を更新する予定であります。また佐藤喜彦氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間
で、当該責任限定契約を締結する予定であります。

　
以 上
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〈メ モ 欄〉
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京王八王子駅
（京王八王子SC）

ヨドバシカメラ

野村證券

北口バスターミナル

八王子駅ビル
(CELEO)

ＪＲ八王子駅

ファミリーマート

東急
スクエア

日本生命八王子ビル

JTB八王子北口店

駐車場

至新宿

至新宿

京王プラザホテル八王子

八王子市保健所

東日本銀行

東京都八王子合同庁舎

八
王
子
ツ
イ
ン

タ
ワ
ー

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株式会社うかい 株主総会会場ご案内図

京王プラザホテル八王子 ５階「翔王」
東京都八王子市旭町14番１号
TEL 042（656）3111

　
●交通のご案内
JR八王子駅北口、京王八王子駅中央口より徒歩３分

※駐車場の数に限りがございますので、公共交通機関をご利用
くださいますようお願いいたします。
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